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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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高原町の新型コロナウイルスワクチン接種状況について 
 高原町の新型コロナウイルスワクチンを接種された人数と接種率について報

告します。データは国のワクチン接種記録システム（VRS）に記録された数値を

用いています。（集計日：令和４年１１月 28日時点） 

■接種回数別の内訳 

■3～5回目接種完了者のうち、オミクロン株対応ワクチンを接種した件数 

 

 

 

 

 

 

※ＶＲＳへの登録のタイミングにより、実際の接種人数と差が生じる場合があり

ます。 

※接種率については、住民基本台帳人口（Ｒ4.1.1時点）に対する割合です。 

 全 体 

接種対象者 

（5歳以上） 

人口 8,735人 

うち 65歳以上 

（高齢者） 

人口 3,746人 

うち 12～64歳 

 

人口 4,493人 

うち 5～11歳 

（小児接種） 

人口 496 人 

件 数 

（件） 

接種率

（％） 

件 数 

（件） 

接種率

（％） 

件 数 

（件） 

接種率

（％） 

件 数 

（件） 

接種率

（％） 

総接種件数 26,573 - 13,531 - 12,540 - 502 - 

 うち１回以上

接種件数 
7,867 90.06 3,524 94.07 4,097 91.19 246 49.60 

うち２回目接

種完了件数 
7,810 89.41 3,516 93.86 4,065 90.47 229 46.17 

うち３回目接

種完了件数 
6,534 74.80 3,382 90.28 3,125 69.55 27 5.44 

うち４回目接

種完了件数 
4,003 45.83 2,823 75.36 1,180 26.26 - - 

うち５回目接

種完了件数 
359 4.11 286 7.63 73 1.62 - - 

全 体 

接種対象者（12歳以上）

人口 8,239人 

 

うち 65歳以上（高齢者） 

人口 3,746人 

件数（件） 接種率(％) 件数（件） 接種率(％) 

1,211 14.70 480 12.81 

問 ほほえみ館 担当：中村 みどり（なかむら みどり）☎0984-42-4820 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №110 
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令和４年度高原町歯科健康診査について 

 高原町では、今年度 40歳・50歳・60歳・70歳になる方に無料で受けていただ

ける「令和４年度高原町歯科健康診査受診券」を送付しております。 

受診できる期間は、令和５年１月末日までとなります。まだ受診されてない方は 

期間内にぜひ受診ください。 

１ 持参する物  受診券（ハガキ）、健康保険証 

２ 検査内容   問診、歯・歯ぐきの健診、歯垢・歯石の有無、 

         顎関節の状態等 

３ 医療機関   医療法人 益山歯科医院  （☎０９８４-４２-４１８４） 

         高原あらたけ歯科クリニック（☎０９８４-４２-１１２３） 

４ 自己負担   無料（１回に限ります） 

 御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問  ほほえみ館 担当：小城 恵 （こじょう めぐみ）☎0984-42-4820 

 

健（検）診のお申込みについて 

今年度健診受診期間がまもなく終了します。この機会を逃さぬよう受診しましょう！！ 

 

新型コロナウイルス感染症の感染予防策として受付人数を制限しています。 

なお、当日飛込受診はできませんので、必ず期限までにお申込みください。 

 

◎集団健（検）診については「令和４年度 高原町健（検）診案内（A3）」とあわせて御

確認ください。 

●健診を受診する際の注意点について 

 ・特定健康診査、長寿健康診査、わけもん健診、簡易人間ドックのうち１つの

みです。 

 ・受診券がお手元にない方は、再交付いたしますので、ほほえみ館健康づくり

推進係へ御連絡ください。 

 ・令和 4 年度途中に 75 歳になられる方には、別途長寿健康診査受診券を送付

いたします。 

 

健診種別 内 容 

特定健康診査 

長寿健康診査 

わけもん健診 

大腸がん検診 

前立腺がん検

診 

肝炎ウイルス検

診 

体制 開 催 日 会 場 申 込 期 限 

集団 

令和 5年 １月 22日

（日） 
ほほえみ館 

令和 5 年 1 月 6 日

（金） 

ほほえみ館 健康づくり推進係までお申込みください。 

個別 

特定・長寿健診は受診券が必要です。 

有効期限：令和 5年１月末まで。 

実施医療機関は受診券の裏面を御確認ください。 
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なお、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止が生じる場合がござ

いますので、御了承ください。 

 

「高原町健康づくり推進条例」制定のまち 高原町 

「スマートウェルネスシティ」推進を目指すまち 高原町 

問 ほほえみ館 担当：広池 加奈子（ひろいけ かなこ）☎0984-42-4820 

 

子宮がん・乳がん集団検診のお知らせ 
 がん検診は、早期に「がん」を見つけ、適切な治療を行うことにより、「がん」

で亡くなる方を減らすことを目的としています。検診で必ず「がん」が見つけら

れるわけではありませんが、「がん」を予防することは難しく、早期に（症状が

ないうちに）発見するためには、がん検診が最も有効です。 

 今年度最後の子宮がん・乳がん検診となりますので、ぜひ対象となる方は受診

くださいますようお願いいたします。 

 11月 15日の「子宮がん・乳がん集団検診のお知らせ」において、誤りがあり

ました。期日について、「令和４年」となっておりましたが、正しくは「令和５

年」です。町民の皆さまにご迷惑おかけしましたことをお詫びするとともにここ

に訂正させていただきます。 

 

期 日 令和５年１月１６日（月） 

※乳がんの予約枠は残りわずかです。 

対 象 子宮がん 20歳以上の女性で、年度内に偶数年齢になる方 

乳がん 40歳以上の女性で、年度内に偶数年齢になる方 

年度内に 30歳・36歳になる方 

費 用 子宮がん 自己負担額１，０００円 

乳がん 自己負担額２，５００円 

※30歳・36歳・40歳の方は子宮がん・乳がんともに無料です。 

（ピンク色の「あなたが受けられる健(検)診一覧」をお持ちくだ

さい） 

問 ほほえみ館  担当：中村光希（なかむら みつき）☎0984-42-4820 

 

令和５年度認可保育所等入所申込みの開始について 
令和５年度保育所等の入所申込みを下記のとおり開始します。 

申込方法や必要な提出書類は、ホームページに掲載しておりますので、御確認

ください。 

なお、提出書類等は役場町民福祉課や保育所等にて配布しております。 

●受付期間 

令和４年１２月１２日（月）から令和４年１２月１６日（金） 

午後４時から午後７時まで 

 

 (ＱＲコード) 
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●受付場所 

高原町中央公民館第１会議室(高原小学校前) 

 

※受付期間以外でも申込みは受付いたしますが、定員を超えるような場合は、期

間内に申請された方を優先させていただきます。 

問 町民福祉課 担当：磯脇 めぐみ（いそわき めぐみ）☎0984-42-1067 

 

 

町営住宅の入居者募集について 

次のとおり、町営住宅の入居者を募集します。 

●入居者を募集する住宅 

〇霧島団地 

平成 18年棟 ２ＤＫ １戸 月額使用料 21,100円～31,400円 

※月額使用料（家賃）は、居住者全員の所得の合計額により増減します。 

また、月額使用料の３箇月分を敷金としてあらかじめ納付する必要があり

ます。 

●申込受付期間 

令和４年 12月１日（木）から令和４年 12月 14日（水）まで 

午前８時 30分から午後５時 15分まで（ただし、閉庁日を除く。） 

●申込場所 

高原町役場１階 建設水道課 

●入居の条件 

次の全ての条件を満たす必要があります。 

〇 現在住宅に困っていること。 

※持ち家のある方や既に公営住宅居住の方は入居できません。 

〇 ひと月あたりの世帯全員の所得の合計額が公営住宅入居資格基準

（158,000円）以下であること。 

〇 市区町村税、その他本町の納付金等を滞納していないこと。 

〇 暴力団員ではないこと。 

●入居決定 

申込者多数の場合は、抽選となります。日程等については、次のとおりです。 

〇 抽選日時：令和４年 12月 15日（木）午後３時 

〇 抽選場所：高原町役場２階第４会議室 

●その他 

〇 入居時に必ず住民自治組織（区・班）に加入してください。 

 〇 許可を得ないで同居人を居住させることは禁止されています。 

〇 住宅内でのイヌ、ネコ等の飼育は禁止されています。 

〇 その他、御不明の点は、お気軽にお問い合わせください。 

問 建設水道課 担当：黒木 克英（くろき かつひで）☎0984-42-4960 
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障がいのある方やその家族への相談会を開催します 
 にしもろ基幹相談支援センターの相談支援専門員による巡回相談会を高原町

で開催します。 

 「障がい福祉サービスを利用するにはどうすればいいの？」、「子どもの健診で 

発達の遅れを指摘されたけどどうすればいいの？」など、障がいのある方やその 

家族、関係機関等からの相談に応じ、情報提供や助言を行います。お気軽に御相 

談ください。 

●日 時 令和４年 12月 12日（月） 午前１０時～午後３時 

●場 所 ほほえみ館 会議室 

●費 用 無 料 
     ※参加希望の方は事前にお問い合わせください。 
●お問い合わせ先 

   にしもろ基幹相談支援センター 

   電話 ０９８４－２２－２３７３ 

問 町民福祉課 担当：古川 一将（ふるかわ かずまさ）☎0984-42-1067 

 

台風 14号における園芸関係補助事業について 

 台風 14 号による影響により、施設園芸作物の植替えや、露地作物の播き直し

を余儀なくされた生産者を支援いたします。 

 

１ 施設園芸作物に対する支援 

   ・栽培再開（植替）、作物転換 

     15万円/10a【定額】 

   ・栽培再開（植替なし） 

     ８万円/10a【定額】 

     ※植替えなしの場合、原則、株元まで冠水し、冠水状況が相当程度続

いた状況の場合に対象となります。 

２ 露地作物に対する支援 

   ・栽培再開（播き直し）、作物転換 

     ２万円/10a【定額】 

     ※飼料作物等は対象外となります。 

 

 下記日程にて申請の受付を行います。 

 ※水田の実績受付日と同日になります。 

●受付日時 令和４年 12月５日（月）・６日（火） 

 ９時～12時 13時から 17時 

●場  所 JAこばやし高原支所 ２階会議室 

●必要書類 植替えや播き直しがわかるもの。 

（９月 17日以前と以降に購入した種苗の伝票等） 

●注意事項 上記日程以降の受付は役場農畜産振興課にて受付を行います。 

12月 14（水）日までの受付になります。 
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御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 農畜産振興課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-5132 

 

高原町農業振興地域整備計画にかかる 

農用地の除外・編入申請受付（令和４年度後期）について 
●申請受付期間 

令和４年１２月１日（木）から令和４年１２月２７日（火）午後５時まで 

●申請書の取得方法 

農政林務課農政企画係で直接受領するか、町ホームページからダウンロードし

てください。 

●申請書の提出先 

農政林務課農政企画係  

●注意事項 

（１）農用地区域内にある農用地は、関係機関の許可を得ずに無断で転用行為（宅

地造成、建造等）を行うと処分や罰則の対象となります。 

（２）除外申請から農地転用許可までは、関係機関との協議や申請件数によって

期間を要しますので、あらかじめ御了承ください。 

（３）申請書受付の際、申請地、代替地、転用計画内容等の確認をしますので、

申請人または申請内容に詳しい方が申請書を御持参ください。 

（４）具体的な計画がないなど申請の内容や除外できない農用地の変更申請につ

いては、利用計画の変更が認められない場合があります。 

 

問 農政林務課 担当：岸元 誠樹（きしもと まさき）☎0984-42-5134 

 

高原町メールサービスの登録の御案内 
災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。視覚障害などのある方には音声でお伝えする電話での登録も可

能です。電話登録については、制限がございますので、登録を希望される場合に

は下記問合せ先までお問合せください。 

 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２      

 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/





































